
　 戸籍や住民票の不正取得の防止に
　「本人通知制度」をご利用ください

本人通知制度とは  
　 住民票の写しや戸籍謄抄本等を「代理人」　 住民票の写しや戸籍謄抄本等を「代理人」

や「第三者」の請求により交付されたとき、や「第三者」の請求により交付されたとき、
事前に登録した本人に交付の事実を通知す事前に登録した本人に交付の事実を通知す
る制度です。委任状の偽造や身元調査などる制度です。委任状の偽造や身元調査など
を目的とした住民票等の不正取得の早期発を目的とした住民票等の不正取得の早期発
見や不正取得の抑制につながります。見や不正取得の抑制につながります。

登録できる方  
　 町の住民基本台帳に記載されている方、ま　 町の住民基本台帳に記載されている方、ま

たは戸籍に記載されている方たは戸籍に記載されている方

登録に必要なもの  
　 ①登録申請書 ②印鑑 ③本人確認書類（運　 ①登録申請書 ②印鑑 ③本人確認書類（運

転免許証、マイナンバーカード等） ④代理転免許証、マイナンバーカード等） ④代理
人の場合は、本人からの委任状及び代理人人の場合は、本人からの委任状及び代理人
の本人確認書類の本人確認書類

　　※ 登録申請書は役場町民課に備えています。※ 登録申請書は役場町民課に備えています。
　　　　町 HP からダウンロードもできます。町 HP からダウンロードもできます。

通知の方法  
　 登録された本人（法定代理人の場合は代理　 登録された本人（法定代理人の場合は代理

人）宛に封書で送付します。人）宛に封書で送付します。

通知する内容  
　 ①交付年月日 ②交付した証明書の種別 ③　 ①交付年月日 ②交付した証明書の種別 ③

交付した通数又は件数 ④請求者の種別（代交付した通数又は件数 ④請求者の種別（代
理人または第三者）理人または第三者）

　　※請求者の氏名、住所は通知されません。※請求者の氏名、住所は通知されません。
　　※ 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者※ 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者

（弁護士・司法書士等）が請求した場合、また（弁護士・司法書士等）が請求した場合、また
は公用による請求は通知されません。は公用による請求は通知されません。

問   町民課 ☎ 65-0812町民課 ☎ 65-0812

　 埼玉県委託
　「介護職チャレンジ！」説明会
県では、介護のお仕事に興味のある方を対象県では、介護のお仕事に興味のある方を対象
に、資格取得のための学校受講から県内介護に、資格取得のための学校受講から県内介護
施設での実務研修、直接雇用まで、幅広く支施設での実務研修、直接雇用まで、幅広く支
援をしています。援をしています。

【HP】http://www.kaigo-manabu.com/【HP】http://www.kaigo-manabu.com/
（事業の詳細はこちらからご覧いただけます）（事業の詳細はこちらからご覧いただけます）
＊参加条件がございますので、詳しくは予約時にご＊参加条件がございますので、詳しくは予約時にご
確認ください。確認ください。

日　時       9 月 28 日㈫ 13 時 30 分～9 月 28 日㈫ 13 時 30 分～

場　所     ときがわ町玉川公民館 1 階会議室ときがわ町玉川公民館 1 階会議室

持ち物     当日の面接を希望される方は、履  当日の面接を希望される方は、履
歴書、健康保険証歴書、健康保険証

申込み     前日までに電話またはホームペー  前日までに電話またはホームペー
ジよりお申し込みください。ジよりお申し込みください。

※ 短時間・簡単なお仕事を希望される方へは「介護※ 短時間・簡単なお仕事を希望される方へは「介護
アシスタント」制度のご案内資料もお渡しします。アシスタント」制度のご案内資料もお渡しします。

問   ㈱シグマスタッフ大宮支店（埼玉県委  ㈱シグマスタッフ大宮支店（埼玉県委
託事業者）☎ 048-782-5173託事業者）☎ 048-782-5173

　 埼玉県議会
　フォトコンテスト作品募集
応募資格等     どなたでも応募できますどなたでも応募できます

部門・規格     ①一般写真部門　A4 または  ①一般写真部門　A4 または
四つ切り（ワイド可）　②モ四つ切り（ワイド可）　②モ
バイル写真部門　２～ 5 メガバイル写真部門　２～ 5 メガ
程度の画像データ（JPEG）程度の画像データ（JPEG）

テ　ー　マ     ①一般写真部門　A「埼玉の  ①一般写真部門　A「埼玉の
四季」B 自由（フリーテーマ）　四季」B 自由（フリーテーマ）　
②モバイル写真部門　A「埼②モバイル写真部門　A「埼
玉の四季」　B「埼玉の感動」玉の四季」　B「埼玉の感動」

　　　　　　   【条件】平成 31 年 1 月 1 日　　　　　　   【条件】平成 31 年 1 月 1 日
以降に埼玉県内で撮影された以降に埼玉県内で撮影された
未発表のもの未発表のもの

締　　　切   11 月 10 日㈬ 17 時必着11 月 10 日㈬ 17 時必着
※応募要領は県議会 HP からダウンロードできます。※応募要領は県議会 HP からダウンロードできます。
　 https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/　 https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/

index.htmlindex.html

問  埼玉県議会事務局政策調査課 埼玉県議会事務局政策調査課
　　 ☎ 048-830-6257　　 ☎ 048-830-6257

　 彩の国動物愛護推進員を
公募します！

県では、動物の愛護や正しい飼い方に関する県では、動物の愛護や正しい飼い方に関する
知識情報等の普及啓発にボランティアとして知識情報等の普及啓発にボランティアとして
積極的・自主的にご協力をいただく「彩の国積極的・自主的にご協力をいただく「彩の国
動物愛護推進員」を募集します。動物愛護推進員」を募集します。

募集期間     9 月 1 日㈬～ 11 月 30 日㈫9 月 1 日㈬～ 11 月 30 日㈫

活動内容    ・ 動物の愛護と適正な飼養 ･ 管 ・ 動物の愛護と適正な飼養 ･ 管
理の重要性について、地域住理の重要性について、地域住
民の理解を深めるための啓発民の理解を深めるための啓発
活動活動

　　　　　  ・ 地域住民の求めに応じた、繁　　　　　  ・ 地域住民の求めに応じた、繁
殖制限措置に関する助言や譲殖制限措置に関する助言や譲
渡仲介の支援など渡仲介の支援など

　　　　　  ・ 動物の愛護と適正飼養を推進す　　　　　  ・ 動物の愛護と適正飼養を推進す
るため県が行う施策への協力るため県が行う施策への協力

　　　　　  ・ その他、動物の愛護と適正な　　　　　  ・ その他、動物の愛護と適正な
飼養の推進のため県が必要と飼養の推進のため県が必要と
認めること認めること

申込み等     埼玉県 HP、または各保健所（政  埼玉県 HP、または各保健所（政
令市・中核市を除く）、埼玉県令市・中核市を除く）、埼玉県
動物指導センターの窓口に設置動物指導センターの窓口に設置
する募集要領をご覧ください。する募集要領をご覧ください。

　　　　　  　　　　　  （ h t tp : / /www.p re f . s a i t ama .（ h t tp : / /www.p re f . s a i t ama .
l g . j p / a 0 7 0 6 / d o u b u t u /l g . j p / a 0 7 0 6 / d o u b u t u /
aigosuishininkoubo2.html）aigosuishininkoubo2.html）

問  埼玉県生活衛生課 ☎ 048-830-3612 埼玉県生活衛生課 ☎ 048-830-3612
　　　　 a3600-02@pref.saitama.lg.jpa3600-02@pref.saitama.lg.jp

　「こんにちは県議会です」

テレビ埼玉
9月5日、12日、19日㈰  10時～10時15分

県議会の各定例会の模様や委員会委員長イン県議会の各定例会の模様や委員会委員長イン
タビューなど、県議会に関するさまざまな情タビューなど、県議会に関するさまざまな情
報をタイムリーに放送します。すてきな商品報をタイムリーに放送します。すてきな商品
の当たるプレゼントコーナーもあります。の当たるプレゼントコーナーもあります。

※ 詳しい放送スケジュールは、埼玉県議会 HP をご※ 詳しい放送スケジュールは、埼玉県議会 HP をご
覧ください。覧ください。

　 https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/　 https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/
index.htmlindex.html

問  埼玉県議会事務局政策調査課 埼玉県議会事務局政策調査課
　　☎ 048-830-6257　　☎ 048-830-6257

 彩の国動物愛護推進員

広告

1819


